
 

「東海農政局消費・安全対策交付金評価検討委員会」設置要領 

 

                          制 定 平成１８年 ９月 ４日 １８海消第１８１号（生） 

                          改 正 令和 ５年 ９月２５日  ５海消第２９７号    

 

第１ 設置 

    東海農政局における消費・安全対策交付金の事後評価の適切な実施を図るため、東海農政局内に「東

海農政局消費・安全対策交付金評価検討委員会」（以下「検討会」という。）を設置する。   

       

第２ 構成 

   検討会の委員は、消費・安全部長、消費・安全調整官、消費・安全管理官及び事業関連課の課長と

する。 

 

第３ 委員長 

  １ 検討会の委員長は消費・安全部長が、副委員長は消費・安全調整官がその任にあたる。 

  ２ 委員長は、検討会を総理し、検討会を代表する。 

  ３ 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。 

 

第４ 検討会の開催及び公表 

  １ 東海農政局長は、東海農政局が行う「消費・安全対策交付金交付等要綱」（令和４年３月３１日付

け３消安第７３４０号）第２７第７項に基づき、検討会を開催するものとする。 

  ２ １により了承が得られた事項は、公表するものとする。 

 

第５ 検討会に諮るべき事項 

  １ 消費・安全対策交付金の事後評価に関する事項 

  ２ その他交付金の事後評価に関し必要な事項 

 

第６ その他 

    検討会の事務局（庶務）は、関係課の協力を得て、消費・安全部消費生活課において行う。  

 

附則 

  この要領は、平成１８年９月４日から施行する。 

附則 

   この要領は、平成２３年９月７日から施行する。 

附則 

   この要領は、平成２７年１０月６日から施行する。 

附則 

この要領は、令和３年７月１３日から施行する。 

附則 

この要領は、令和４年１１月８日から施行する。 

附則 

この要領は、令和５年９月２５日から施行する。 

 

 

 

 

 


